
はじめに

　このマニュアルは、農地転用許可制度について広く理解いただ

くために制度の概要をわかりやすく解説したものです。

　今回の改訂では、平成 30 年の農地法改正による「農作物栽

培高度化施設」に関する特例及び令和元年の農地法改正で設け

られた農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認めら

れた場合等の不許可要件を追加するとともに、一時転用許可が

必要となる営農型太陽光発電設備の取扱いや違反転用に対する

措置も盛り込むほか、全体の構成を見直しました。

　本書が、農地転用の事務に携わる農業委員会をはじめ農地転用

に関心を寄せる方々に幅広くご活用いただければ幸いです。

令和3年 3月

全国農業委員会ネットワーク機構

一般社団法人 全国農業会議所
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土地利用区分 農地転用許可制度の概要１

2 3

■農地を転用する場合には、農地法の許可が必要です。

農地法 許可が必要な場合 許可申請者 許可権者 許可不要の場合

第
４
条

自分の農地を
転用する場合

転用を行う者
（農地所有者等）

・都道府県知事
・指定市町村の長

・国、都道府県、指定市町
村が転用する場合（学校、
社会福祉施設、病院、庁
舎又は宿舎のために転用
する場合を除く。）
・基盤強化法による農用地
利用集積計画及び農地中
間管理事業法による農用
地利用配分計画により利
用する場合
・市町村（指定市町村を除
く。）が道路、河川等土地
収用法対象事業（土地収
用法第３条（15 頁）を
参照。）のために転用する
場合（学校、社会福祉施設、
病院又は市役所、特別区
の区役所若しくは町村役
場のために転用する場合
を除く。）等

第
５
条

事業者等が
農地を買って
（又は借りて）
転用する場合

売主（貸主）
（農地所有者）と
買主（借主）
（転用事業者）

（注1）：�4ha を超える農地の転用を都道府県知事等が許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議す
ることとされています。

（注2）：�指定市町村とは、農地転用許可制度を適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たして
いるものとして、農林水産大臣が指定する市町村のことをいいます。指定市町村は、農地転用許可制度において、
都道府県と同様の権限を有することになります。

資料：国土地理院「全国都道府県市区町村面積調」（令和2年10月1日現在）
　　　農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課調べ（令和元年12月31日現在）
　　　国土交通省都市局「都市計画現況調査」（平成31年3月末現在）
　　　総務省自治税務局「固定資産の価格等の概要調書」（令和元年度）

農業振興地域と都市計画区域の関係

農地転用の推移

農業振興地域
1,719万ha

農用地区域
４68万ha
（うち農地４00）万ha

市街化調整区域
３７7万ha

市街化区域
１４5万ha〈6万ha〉

42万ha461万ha
（用途地域除く）

非線引き都市計画区域

線引き都市計画区域

全国土面積　３，７80万ha
（　）内は農地面積
［　］内は耕地面積
〈　〉内は市街化区域内農地

用途地域

生産緑地
１.2万ha

昭和42年
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許可・届出・協議以外

協議

届出

許可

昭和48年：67,720ha

平成29年：17,692ha

準都市計画区域

7万ha 用途地域
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